
特定有害廃棄物等の範囲、再生利用等事業者等の認定制度等に関する検討会 
設置要綱 

 
 
１．目的 
有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の国

内担保法として、平成４年に特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（平

成４年法律第108号。以下「バーゼル法」という。）が制定された。それから約25
年が経過し、近年、循環資源の国際取引の増大に伴い、輸出・輸入ともに増加し

ている。こうした中、輸出では、雑品スクラップの不適正輸出や輸出先国からの

不法取引との通報（シップバック要請）の増加や、使用済鉛蓄電池等の輸出先で

の環境上不適正な取扱い事案が発生している。また、輸入では、廃電子基板等の

有用な金属を含む循環資源について欧州連合等との国際的な資源獲得競争が激化

している中、輸入規制による競争上の不利な事業環境を解消すべきとの要望が事

業者からあるなど、様々な事象・ニーズが顕在化してきた。 

こうした状況を受け、平成29年１月、中央環境審議会循環型社会部会特定有害

廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する専門委員会、産業構造審議会産業技

術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会有害廃棄物等越境移動ワーキンググル

ープ合同会議において、バーゼル法の規制の在り方に関する報告書（以下「合同

会議報告書」という。）が取りまとめられた。その後、合同会議報告書の内容を

踏まえた改正バーゼル法が、平成29年６月に成立し、公布された。 

本検討会は、合同会議報告書及び改正バーゼル法を踏まえ、今後、省令等にお

いて規定すべき特定有害廃棄物等の範囲や再生利用等事業者等の認定制度等に係

る事項に関して技術的な検討を行うことを目的とする。 
 
２．委員構成等 
別紙のとおり。 

  
３．事務局等 
経済産業省産業技術環境局環境指導室、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規

制課及び環境省と契約を締結した請負事業者を事務局とし、３者がその庶務を行

う。 
 
４．検討スケジュール 
 特定有害廃棄物等の範囲、再生利用等事業者等の認定制度等に係る事項に関し

て、平成 29 年末までの取りまとめを目指し、数回程度開催する。 
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